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議会改革特別委員会検討内容（令和８年６月１７日） 
 

 特定事件「議会改革について」のうち、検討事項「通年議会について」執行部から説明を受け、質問及び意見交換を行った後、その他の検討事項

の各項目について、項目ごとに意見交換を行いました。 

 各項目についての各会派の意見等は、次のとおりです。 

 

《通年議会について》 

 →執行部から説明があった内容について、各会派持ち帰りとなりました。 

 

《議員定数について》 
    提案会派 

SOKA新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 草加自民党・無所属の会 
基本的に現状維持（基準もつ
くらない）で、何度持ち帰っ
ても意見は変わらない。 

9,000人に１人という案は出し
たが、基本姿勢は現状維持
（基準もつくらない）で変わ
らないが、意見は持ち帰る。 

今の議会運営、人口を踏まえ
て、9,000人に１人という案に
ついては合意できる地点であ
る。 
国勢調査の結果を基に見直す
としても、まず基本として現
状の運営が良い状態であると
いうことについて全会一致で
合意形成すべきであり、見直
しについてはその時々の議員
が考えていくべきものと認識
している。 

現在の人口をベースに設定す
るのであれば、検討の余地は
ある。 

9,000人に１人という意見（公
明党）について、提案会派か
らの改めての提案としたほう
がよいのであれば、それでも
構わない。 
人口で割った時の端数に関し
ての考え方については、案を
検討する。 

 →各会派から意見があった内容について、各会派持ち帰りとなりました。 
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《特別委員会における質問時間について》 
    提案会派 

SOKA新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 草加自民党・無所属の会 
 あくまでも現状維持という姿

勢だが、９月の試行に関して
はまとまるところでよい。 

提案会派から提案のあった内
容で試行することにしつつ、
時間をオーバーしても質問は
できることにして、オーバー
した時間を計測しておき、最
終的に一覧に出す等するよう
な方法はどうか。 

 時間配分は改めて精査する。 

 →９月の一般会計決算特別委員会で試行することを決定しました。なお、時間配分等は次回の委員会で検討することとしました。 

 

《会派の在り方について》 
    提案会派 

SOKA新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 草加自民党・無所属の会 
まとまるところでよい。 案文にただし書きを追加した

い。 
案文の①の内容については、
交渉会で協議してもらいた
い。 
案文②の内容については了で
ある。 

案文①の内容についてはドン
ト方式になじまないと考え
る。あえて明記しなくてもい
いのではないか。 
案文②の内容については了で
ある。 

案文②がまとまるなら明文化
してもらいたい。 
案文①は交渉会に決着を委ね
ても構わない。 

 →提案会派から提案（明文案）があった内容については、案文②については明文化することを決定しました。 

  また、案文①については交渉会で協議していただきたい旨を委員長から議長に申し入れることを決定しました。 

  なお、「会派の在り方について」は今回で調査終了することを決定しました。 

 

 次回の協議内容については、各検討事項についての意見交換を行うことに決定しました。 

 次回（第１９回）の議会改革特別委員会は、令和８年７月１０日（金）午前１０時から、第１・２委員会室で開催します。 

 


